
大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業 

誘致、開催支援にかかる事務手続き 

（大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業補助金 ／ 大規模スポーツ大会開催支援事業） 

事務手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

※協定書締結は、大規模スポーツ大会開催支援事業に関して、府からの内定通知を受けた団体のみ手続きを行う。 

必要書類 

■申込時 

■申請時 

 

 

 大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業補助金 大規模スポーツ大会開催支援事業 

所
定
様
式 

・様式第１号の１ 申込書 

・様式第１号の２ 事業計画書 

・様式第１号の３ 団体概要 

・様式第１号の４ 団体概要（組織委員会等の中核団体） 

・様式第１号の５ 収支計画書 

※補助金における開催事業は、様式第２号を使用すること 

・様式第１号の１ 申込書 

・様式第１号の２ 事業計画書 

・様式第１号の３ 団体概要 

・様式第１号の４ 団体概要（組織委員会等の中核団体） 

・様式第１号の５ 収支計画書 

 

添
付
書
類 

・団体の規約等（法人の場合は定款、寄附行為等） 

・直近の役員名簿 

・直近の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、財産目録等） 

・団体の様式により作成した収支計画書 ※作成がある場合のみ 

・ガバナンスに関する書類 
 

大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業補助金 大規模スポーツ大会開催支援事業 

所
定
様
式 

・様式第３号    交付申請書 

・様式第４号の１ 要件確認申立書 

・様式第４号の２ 暴力団等審査情報 

・様式第２号    支援申請書 

・様式第３号の１ 要件確認申立書 

・様式第３号の２ 暴力団等審査情報 

・様式第４号    大規模スポーツ大会開催支援事業府分担

金取扱責任者設置届出書 

添
付
書
類 

・大会の誘致または開催に関する書類 

※誘致事業にて支援を受ける団体は、開催地が決定した場合、別途、大規模スポーツ大会開催地決定報告書（様式第６号）

を提出してください。 
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事
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絡
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内定通知 額確定通知 交付決定通知 



■協定書締結 

■報告時 

※上記のほか、必要に応じて資料の提出をお願いすることがあります。 

 

所
定
様
式 

・開催支援事業協定書 

 

大規模スポーツ大会の誘致、開催等支援事業補助金 大規模スポーツ大会開催支援事業 

所
定
様
式 

・様式第８号の１ 実績報告書 

・様式第８号の２ 実績報告書（別紙） 

・様式第８号の３ 決算内訳書 

・様式第５号の１ 実績報告書 

・様式第５号の２ 実績報告書（別紙） 

・様式第５号の３ 決算内訳書 

※実績報告後に、補助金及び分担金の額の確定通知を行いますので、通知後に様式により請求書を提出してください。 

添
付
書
類 

・報告書（任意様式。事業実施の様子を表す写真を含む。） 

・事業実績内容を確認できる書類（領収書の写し等） 

【問い合わせ】 

大阪府府民文化部文化・スポーツ室スポーツ振興課 大規模スポーツ大会支援担当 

電話：06-6210-9308 

Mail：sports-shien@gbox.pref.osaka.lg.jp 


